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人口と世帯数

12 月１日現在

人口 22,485 人

男 11,001 人

女 11,484 人

世帯数 7,742 世帯

謹 賀 新 年
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新年のご挨拶新年のご挨拶

寒

河

江    

信

高
畠
町
長

　

あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。

　

さ
て
昨
年
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
の
ワ
ク
チ
ン
接
種
が
ス

タ
ー
ト
し
、
社
会
経
済
の
正
常
化

へ
向
け
た
兆
し
が
見
え
て
き
た
年

と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
中
、
町
政
各
般
に

わ
た
る
諸
事
業
を
関
係
各
位
の
ご

支
援
に
よ
り
順
調
に
進
め
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
こ
と
に
、
心
か
ら

感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

さ
て
、
今
年
の
町
政
運
営
に
つ

き
ま
し
て
は
、
以
下
の
５
点
を
重

要
な
視
点
と
し
、
取
り
組
ん
で
ま

い
り
ま
す
。

①
町
の
未
来
を
担
う
子
ど
も
や
若
い
世

　

代
へ
の
応
援

②
町
の
特
色
を
活
か
し
た
産
業
へ
の
支

　

援
と
雇
用
の
創
出

③
町
の
持
続
的
な
発
展
、地
域
活
性
化
、

　

安
全
安
心
に
つ
な
が
る
社
会
基
盤
の

　

整
備
促
進

④
Ｄ
Ｘ
推
進
に
よ
る
行
政
サ
ー
ビ
ス
の

　

更
な
る
向
上

⑤
無
駄
の
な
い
効
果
的
で
効
率
的
な
行

　

財
政
運
営

　

今
も
未
来
も
町
民
が
「
し
あ
わ
せ
」

を
実
感
で
き
る
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て

ま
い
り
ま
す
。

　

本
年
も
、
皆
様
方
の
ご
支
援
と
ご
協

力
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上

げ
、新
年
の
あ
い
さ
つ
と
い
た
し
ま
す
。

高
畠
町
議
会
議
長

近　

野　
　

誠

　

あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。
町
民
の
皆
様
に
は
、
議

会
の
活
動
に
、
ご
理
解
と
ご
協
力

を
賜
わ
り
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま

す
。

　

令
和
４
年
は
、
十じ
っ
か
ん干
で
壬

み
ず
の
え、

十
二
支
は
寅
の
年
で
あ
り
ま
す
。

壬み
ず
の
え
と
ら
寅
は
、「
厳
し
い
冬
を
越
え
て

芽
吹
き
始
め
、
新
し
い
成
長
の
礎

に
な
る
」
年
と
言
わ
れ
て
お
り
ま

す
。

　

コ
ロ
ナ
禍
の
収
束
は
未
だ
見
通

せ
な
い
も
の
の
、
街
に
は
少
し
だ

け
賑
や
か
さ
が
戻
り
、
よ
う
や
く
一
筋

の
光
が
見
え
て
き
た
様
に
感
じ
ま
す
。

　

冬
が
厳
し
い
ほ
ど
、
春
の
芽
吹
き
は

生
命
力
に
あ
ふ
れ
る
よ
う
に
、
コ
ロ
ナ

前
に
も
増
し
て
元
気
な
高
畠
町
と
な
る

こ
と
を
切
に
願
い
、
議
会
と
い
た
し
ま

し
て
も
、
地
域
経
済
の
回
復
等
コ
ロ
ナ

対
策
や
安
心
、
安
全
な
町
づ
く
り
に
取

り
組
ん
で
参
り
ま
す
。

　

本
年
も
、
町
民
の
皆
様
に
と
り
ま
し

て
、
健
や
か
で
希
望
に
満
ち
た
一
年
と

な
り
ま
す
こ
と
を
お
祈
り
し
、
新
年
の

あ
い
さ
つ
と
い
た
し
ま
す
。
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　　2022.１

～新成人のみなさんへ～

　国民年金は、年をとったとき、病気や事故で障がいが残ったとき、家族の働き手が亡くなったときに、

働いている世代みんなで支えようという考えで作られた仕組みです。20 歳以上 60 歳未満の人は加入す

ることが義務付けられており、20 歳になると日本年金機構から国民年金加入のお知らせが届きます。

◆将来の大きな支えになります

　国民年金は 20 歳から 60 歳までの人が加入し、保険料を納める制度です。

　国が責任をもって運営するため、安定しています。また、年金の給付は生涯にわたって保障されます。

▶問合せ先／町町民課住民年金係　☎（52）１３４５　　米沢年金事務所    ☎（22）４２２０

20 歳になったら国民年金

国民年金のポイント

◆老後のためだけのものではありません

　国民年金には、年をとったときの老齢年金のほか、障害年金や遺族年金もあります。障害年金は、

病気や事故で障がいが残ったときに受け取れます。また、遺族年金は加入者が死亡した場合、その加

入者により生計を維持されていた遺族（「子のある配偶者」や「子」）が受け取れます。

年金事務所に年金相談・お手続きをされる際は…

予約相談 をご利用ください！

○前日までにご予約ください。希望日の 1か月前から予約可能です。
○ご連絡の際は、基礎年金番号の分かる年金手帳や年金証書をご準備ください。

「予約受付専用電話」

☎０５７０-０５-４８９０
〈予約受付時間帯〉

 　月曜～金曜（平日） 　８時 30 分～ 17 時 15 分

□「納付猶予制度」

　学生でない 50 歳未満の人で、本人

および配偶者の所得が一定額以下の場

合に国民年金保険料の納付が猶予され

る制度です。

※平成 28 年６月までは、30 歳未満で

　あった人が対象です。

「学生納付特例制度」と「納付猶予制度」

▶対象／学校教育法に規定する大学、大学
院、短期大学、高等学校、高等専門学校、
専修学校および各種学校（修業年限１年
以上である課程）、一部の海外大学の日
本分校に在学する人

□「学生納付特例制度」

　学生は一般的に所得が少ないため、本人

の所得が一定額以下の場合、国民年金保険

料の納付が猶予される制度です。

＊保険料を未納のまま放置すると、年金の給付を受け取ることができない場合があります。

　また、保険料には学生納付特例制度、納付猶予制度のほか、免除制度があります。

　国民年金のご相談・お手続き等については、下記までお問い合わせください。
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■町県民税申告書を提出しなくてもよい方
◆税務署に令和３年分の所得税の確定申告書を提出した方

◆給与収入のみの方で、勤務先で年末調整が済んでおり、勤務先から町に給与支払報告書が提出されている方

　（提出されているか不明な場合は、勤務先の給与担当者にお問い合わせください。）

問合せ先／町税務課住民税係  ☎（52）４４７７

■申告書の提出が必要な方

□いずれかに該当すれば申告が必要です。

①令和２年まで申告すべき収入があり、申告書が送付されている方

②年金免除申請・児童手当受給・公営住宅入居などの手続きのため、

税証明が必要な方

対象の方／令和４年１月１日現在、町内在住者 確確確 ：確定申告

令和３年中に

収入があった場合

公的年金等による収入のみの方

□医療費控除や生命保険料控除などの所得控

除を受ける場合は申告が必要です。

： 公的年金収入が400万円を超える場合

□給与収入のみで、令和３年の途中で退職し、
再就職しなかった方

□給与収入のみで、勤務先から町に給与支払
報告書が提出されていない方（提出されてい

るか不明な場合は、勤務先でご確認ください。）

□２か所以上の勤務先から給与の支払いを受
け、確定申告しない方

給与収入のみの方営業・農業・不動産・配当・譲渡など
のその他の収入があった方

□自営業などにより、上記の収入があ

る場合や、給与 ･ 年金以外に上記収

入があった場合に申告が必要です。

給与または年金以外の所得が

20 万円を超える場合
：

令和３年中の

収入がない場合

事業主のみなさんへ

令和４年度（令和３年分）「給与支払報告書」の提出期限は１月 31 日㈪です。お早めにご提出ください。

感染症対策のため、

休日相談は行いません。

できる限り指定日に

ご来場ください。申告申告
町・県民税の 申告期限は

３月15日㈫

そもそも

申告って？

◆確定申告 ：所得税の納付が必要な場合や還付を受けようとするとき

◆町県民税申告：確定申告が不要で、給与・公的年金以外に収入があるとき

※確定申告書を提出すれば町県民税申告書も提出されたものとみなされます。

　高畠町の申告相談会場ではどちらの申告書も作成することができます。

適正な課税のため、申告が必要な方は必ず期限までに申告してください。

をお願いします

確確確

確確確

４
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■ご自身での申告書の作成を推奨します

　毎年申告会場は大変混雑し、長時間お待ちいただいております。申告

会場の混雑緩和や感染リスクを減らすためにも、ご自宅のパソコンやス

マートフォンにてご自身での確定申告書、町・県民税申告書の作成にご

協力ください。

ホームページ利用のメリット

・申告会場に行く手間なし！

・いつでも作成可能！

・税額等計算間違いがない！

◆ 確定申告

　次のいずれかの方法で作成し提出してください。

　①国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を

　　利用する。

　②確定申告書に必要事項を記入し作成する。

▶提出先／ e-Tax または郵送等で税務署に提出

混雑緩和のため、入場には「入場整理券」が必要です。

▶配布方法／当日配付または LINE による事前発行。詳細は、別途国税庁ホームページ等によりお知らせします。

　　　　　　配布状況に応じて、後日の来場をお願いすることもあります。

■米沢税務署申告書作成場所のご案内

▶問合せ先／米沢税務署　☎（22）６３２０　※音声案内に従い２番を選択してください

　国税庁ホームページ

　「確定申告書等作成コーナー」

自宅などで申告書を作成し、郵送または
e-Tax 等で確定申告書等を提出できます。

ご利用ください！

◆ 町・県民税申告

　次のいずれかの方法で作成し提出してください。

　①町ホームページから「町・県民税申告書様式」

　　をダウンロードし作成する。

　②送付された町・県民税申告書を使用し作成する。

▶提出先／町税務課

　高畠町ホームページ

　「町・県民税申告書様式」

郵送または持参により町税務課へ提出して
ください。

ダウンロードはこちらから

申告書は、前年の申告状況をもとに送付しています。前年と収入の

状況が変わった方は、申告書が届かなくても申告が必要な場合があ

りますので、今一度ご確認ください。
■申告書の送付について

【申告書が送付される方】

町・県民税申告書は、税務署から確定申告のお知ら

せが送付されない見込みの方で、一定の要件にあて

はまる場合に送付します。また、事前に申告書が必

要な旨の連絡があった方には送付いたします。

■申告書の送付時期／１月下旬

【申告書が送付されない方】

・主に、前年の申告内容が次のような方です。

①無職（無収入）かつ、被扶養者（他の誰かの扶養）

②年金収入のみで申告書を提出していない方

③給与収入のみで住民税が給与から差引きされて

いる方

※町ホームページから申告書様式をダウンロードでき

ます。郵送希望の場合は、町税務課までご連絡ください。

▶開設日時／２月 16 日㈬ ～ ３月 15 日㈫　９時～ 16 時　※土日祝日除く

▶場所／フジワビル３階　米沢市門東町１-１-５（税務署北隣）

５
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月日 曜日

午前の部 午後の部

地　区　　受付時間／８時30分から11時まで
　　申告相談／８時45分から

　　受付時間／正午から15時まで
　　申告相談／13時から

2/4 金
　給与・年金のみの所得者で、還付申告（医療費控除等）のある方のみ 全地区

7 月

8 火 上山崎・駅東 西町・中瀬

糠野目

9 水 上町・仲町・宮町 本町

10 木 三軒屋・元山崎・若葉平 駅前

14 月 共栄・家中 沢口

15 火 蛇口・津久茂 小其塚・石岡

16 水 上平柳・夏刈 下町

17 木 上駄子町・弁天前・下宿 上宿・田沢・筋 二井宿

18 金 中・入 大町一・大町二・大町三

高　畠

21 月 横町・鳥居町・高安 北目・旭町・緑町

22 火 荒町一・荒町二・塩森・飯森 幸町一・幸町二・幸町三・小郡山

24 木 桜木町・安久津一・安久津二 泉岡・元町三

25 金 駄子町・蛭沢・入蛭沢 弥生町

28 月 金原湯在家・金原熊の前・金原新田・元町 御入水・青葉町

3/1 火 柏木目・三条目・川沼 時沢・野手倉・大笹生

屋　代
2 水 西舘・東本町・西本町 相森

3 木 竹中・竹下・竹向・深上 中組・砂押・大新・館の内・粡町

4 金 日向・細越・山越・中才 根岸・竹上・屋代山崎

7 月 露藤上・露藤中・露藤下 亀岡一・亀岡二・亀岡三・亀岡四
亀　岡

8 火 入生田南・入生田西・入生田北 中島南・中島北・船橋・文殊ヶ丘

9 水 川北上・海上小倉 下和田北・下和田南

和　田

10 木 下和田十二・南佐沢 佐沢上・佐沢下

11 金 上和田第一・上和田第二 上和田第三・両組

14 月 元和田北・元和田西 中和田東部・中和田西部

15 火 馬頭東・馬頭西 川北下・立石

問合せ先╱町税務課住民税係　☎（52）４４７７

※大型除雪車による早朝作業を行っています。８時前の来場はご遠慮ください。

※混雑緩和のため、行政区ごとに相談日を指定しています。なるべく指定日の来場をお願いします。

指定日以外の相談は、指定日の行政区の方が優先となります。

■令和４年度分　申告相談日程表

○休日（土日祝日）の相談は、混雑が予想されるため行いません。

○マスクの着用、手指の消毒や受付時の検温にご協力ください。

○風邪の諸症状や 37.5℃以上の発熱等がある場合、申告相談を

お断りすることがあります。体調がすぐれない方は、無理を

せず後日ご来場ください。

○定期的な換気を行いますので暖かい服装でお越しください。

○少人数でご来場ください。

○感染拡大状況等により相談会場を閉鎖する場合があります。

感染症対策にご協力ください

▶場所／町中央公民館大会議室（２階）

６
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　高畠町国民健康保険では、２か月に１回はがき形式

で医療費の額についてお知らせしています。このお知

らせとは別に、「医療費控除の明細書」として活用で

きる年間分の「医療費のお知らせ」を発行します。

▶発送／２月上旬予定

▶対象期間／令和２年 11 月～令和３年 10 月診療分

 

▶問合せ先

〇お知らせの発行に関すること

町町民課医療給付係　☎（52）１３２７

〇医療費控除の申告に関すること

町税務課住民税係　　☎（52）４４７７

■申告相談に必要なもの

【本人が申告書を提出する場合】

□送付された申告書または確定申告のお知らせハガキ

□マイナンバー確認に必要なもの

□所得が確認できるもの

　給与や年金の源泉徴収票、報酬等の支払調書、営業・農業・

不動産の収入がある場合は収支内訳書、帳簿、領収証　など

□所得控除の資料となるもの

　医療費控除の明細書、社会保険料（国民年金等）、生命保険料（個

人年金保険料を含む）、地震保険料、小規模企業共済掛金支払

証明書、障がい者手帳等の福祉手帳　など

※所得や控除の証明書は、令和３年に収入があったもの、支払

を行ったものが対象となります。

【代理人が申告書を提出する場合】

①申告者のマイナンバー確認に必要

なもの

②代理権を確認できる書類（同一世

帯員の場合は不要です ）

　委任状等。

③代理人の身元確認書類またはマイ

ナンバーカード（個人番号カード）

マイナンバーと身元の確認に必要なもの

+

マイナンバー

カードを

持っている
マイナンバーカードだけで

マイナンバーの確認と身元確認ができます。→→
持っていない マイナンバー確認書類と身元確認書類が必要。→

→

身元確認書類

・運転免許証・公的医療保険の被保険者証

・パスポート・身体障害者手帳

・在留カード　などのうちいずれか一つ

※写真のない身元確認書類は２種類以上必要です

・通知カード

・マイナンバー記載の住民票の写し

　などのうちいずれか一つ

マイナンバー確認書類

相談会場で申告する場合は以下のものをお持ちください。

※令和２年分より、領収書の添付では医療費控除を受けることができません。医療費控除の明細書または、

セルフメディケーション税制の明細書の作成が必ず必要になりますので事前にご作成ください。また、

申告相談時間の短縮のため、収支内訳書の事前作成にもご協力ください。

※次の場合は、別途領収書に基づいて

　「医療費控除の明細書」を作成してください。

①「医療費のお知らせ」に未記載の医療費がある

　場合（令和３年 11 月、12 月診療分等）

②高額療養費等の払い戻しを受けている場合

③「医療費のお知らせ」の記載内容に訂正や追記

　が必要な場合

■医療費控除にお使いください

７



広告

　　2022.１

令和３年中に介護保険サービスを利用して負担した利用料の中に医療費控除の対象になるものがあります。　

◎控除を受ける方法／確定申告時に「医療費控除の明細書」を作成し添付する。

　　　　　　　　　　※介護保険サービスの領収書に医療費控除となる金額が記載されています。

所得税の確定申告に向けた介護保険サービスの医療費控除についてお知らせします。

◎おむつ使用証明書が役場で発行できます◎おむつ使用証明書が役場で発行できます

▶問合せ先／町町民課介護保険係　☎（52）１２８８

介護保険による税控除のお知らせ

　おむつ代の医療費控除を初めて受ける場合は、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。

ただし、証明書発行の次年度以降、介護保険の要介護認定を受けている人については、下記の条件に

該当すると、町で証明書（１通４００円）を発行することができます。

▶申請・問合せ先／町町民課介護保険係　☎（52）１２８８

◎発行条件

　介護保険要介護認定で使用する主治医意見書（①～③すべてに該当するもの）

　　①令和３年１月１日以降に作成されたもの

　　②障がい高齢者の日常生活自立度（ねたきり度）がＢ１以上

　　③尿失禁発生の項目が記載されたもの

※介護保険の有効期間が 13 か月以上あり、おむつを使用した当該年に主治医意見書が

　発行されていない場合に限り、前年もしくは前々年の主治医意見書となります。

医療費控除の対象

・介護保険利用者負担分（１割または２割または３割）および食費、居住費負担分

として支払った額の２分の１相当額

・施設サービス費にかかる自己負担額

・個室、特別室の使用料（診療または治療を受けるため、やむを得ず支払うものに限る）

・居宅サービス計画に基づいて利用した、下記の居宅サービスでの自己負担額

訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション、

短期入所療養介護（ショートステイ）

※指定居宅事業者が発行する領収書に、医療費控除の対象となる金額が記載されています。

・上記サービスと併せて利用のもの

訪問介護（生活援助中心型を除く）、訪問入浴介護、通所介護（デイサービス）、

小規模多機能型居宅介護、短期入所生活介護（ショートステイ）

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

介 護 医 療 院

在 宅 サ ー ビ ス

特別養護老人ホーム

利用されたサービス

８



2022.１

　他地域のサロン活動に触発され、平成 24年
に立ち上がりました。
　これまで、小物作りや料理教室・軽運動、出
前講座、グループホームのイベントのお手伝
い、ひとり暮らしのお年寄りを招待する食事会
など、いろいろな活動を行ってきました。
　最近は、コロナ禍で活動を自粛していますが、
収束したら以前のような活動を行うために、ま
ず自分たちが健康でいようと、月 2回いきい
き百歳体操を頑張っています。「体操は来なく
ちゃなんねーと思うから何があっても来るの
よ」と言う方や、「ここまで歩いてきたー」の
一言に「えらいよー」と励ましもあり続けられ
ています。車での用足しが多くなるこの時期、
会場までの歩きがいい運動になっています。

次回は「竹上脳活麻雀クラブ」（屋代地区）を紹介します。
お楽しみに！

高畠町で活動しているいろんな
　「サロン」を紹介します。

開催日時／第２・４火曜日  10時～

場所／総合交流プラザ

問合せ先／菅野  優子　☎（52）1632

わたしたちのサロンわたしたちのサロン

紹介します！紹介します！

大町一さくら草の会大町一さくら草の会

（高畠地区・大町一）

サロンの立ち上げや百歳体操等、お気軽にご相談ください。
▶問合せ先／町健康長寿課高齢者支援係　☎（52）４４７８
　　　　　　生活支援コーディネーター　☎（52）５０５２

すぐできる医療費の節約！

使ってみませんか？ジェネリック医薬品

▶問合せ先／町町民課医療給付係　☎（52）１３２７

　医師から処方される薬には「新薬」と「ジェネ

リック医薬品」があります。ジェネリック医薬品

の開発には、新薬のように多額の開発費用がかか

りません。そのため、ジェネリック医薬品の価格

は新薬と比べて 5割ほど安くなっています。

■　ジェネリック医薬品とは？

　ジェネリック医薬品を製造・販売

するためには、国の厳しい審査に合

格する必要があります。厚生労働大

臣によって、その効き目や安全性が

新薬と同等であると証明されたもの

だけが、ジェネリック医薬品として

認められています。

■　ジェネリック医薬品は安全？

　みなさんが支払う医療費は保険適用分を除い

た１割～３割分なので、もしかしたら負担に感

じていない人もいらっしゃるかもしれません。

　しかし、保険適用分の医療費は、みなさんか

らいただいた税金などから国が補っています。

　ジェネリック医薬品の使用は、みなさんのお

財布にやさしいだけではなく、国の経済的負担

を軽くすることにも繋がります。

■　家計にも国にもやさしい

■　医師・薬剤師にご相談のうえぜひご検討ください

９

　ジェネリック医薬品を使用し

て、合わないと感じたときは、も

との薬に戻すこともできます。

　町では、お薬手帳に貼ることが

できる「ジェネリック医薬品希望

シール」を配布していますので、

希望する人は町町民課へお越しく

ださい。
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　　2022.１

毎年１月26日は、【文化財防火デー】です。現存
する世界最古の木造建築物である法隆寺の金堂

が昭和 24 年１月 26 日に炎上し、壁画が焼損した事
に基づき、貴重な文化財を火災等の災害から守るため
に、全国一斉の【文化財防火デー】として定められま
した。高畠町にも、安久津八幡神社など貴重な文化財
が数多く残されています。
　文化財は、未来の子孫たちに伝えていかなければな
らない大切な財産です。こうした文化財を火災などの
災害から守ることができるよう、町のみなさんのより
一層のご理解とご協力をお願いします。
　なお、次の日程で防火訓練を行います。
【防火訓練】
◆日時／１月 30 日㈰ 13 時 30 分
◆場所／安久津八幡神社境内
◆参加者／高畠町消防団第一分団、鳥居町自警団、　
　消防職員

お知らせ

第68回文化財防火デー
問高畠消防署予防係　　　　　　☎（52）１５０５

令和４年度からの検針員を募集します。再委託あ
り。詳細は募集要項をご確認ください。

◆業務内容／毎月 1,300 ～ 1,400 件程度の家庭等の水
　道等メーターの検針およびお知らせ票の配布（１月
　～３月は検針しないため実働は 12 月まで）
◆応募資格／町内在住の 18 歳から 65 歳までの人
◆募集人数／２人
◆報酬額／月額 11 万円前後
　　　　　（検針件数により変動します）
◆選考方法／個別面接
◆試験日／２月 10 日㈭　時間は応募者に通知
◆申込方法／申込書に必要事項を記入のうえ、町上下
　水道課に提出してください。（郵送可）
◆申込受付／１月 11 日㈫～ 27 日㈭（必着）
◆申込書入手・提出先／町上下水道課業務係

募　集

高畠町水道等
量水器検針員募集
問町上下水道課業務係　　　　　☎（52）４４８３

お知らせ

高畠町「消防出初式」
問高畠消防署消防係　　　　　　☎（52）１５０５

町のみなさんの生命と財産を守り、災害のない明
るい町をめざすため新春恒例の『消防出初式』

を行います。ご来場の際は、感染症対策を実施のうえ、
町火消しの心意気をご覧ください。
◆日時・場所／１月９日㈰
　多目的広場：12 時 30 分～　式典・祝賀放水
　まほろば通り：13 時 30 分～　消防ポンプ車の行進・
　　　　　　　　　　　　　　はしご乗り

屋代川

　１/８～９
　　　(13時30分まで）

幸新館●

斉院●
昭和縁結び通り

●十字屋

国道３９９号

総合交流　
プラザ● アダチヤ

●

●稲田茶舗

山形
銀行

花
登
茂
● ま

ほ
ろ
ば
通
り

▼
 ※駐車禁止※
式典会場

出初式交通規制
＝ご注意ください＝

お知らせ

１月 31日㈪は各種
町税の納付期限です
問町税務課収納管理係　　　　　☎（52）２０５４

納付書で納められる人は１月 31日㈪まで最寄りの
金融機関やコンビニ等で納付してください。口

座振替の人は同日に引き落としとなりますので、残高
のご確認をお願いします。また、スマートフォン決済
アプリによる納付も可能です。詳しくは町ホームペー
ジをご覧ください。

　　　　　◎国民健康保険税：７期
　　　　　◎介護保険料：７期
　　　　　◎後期高齢者医療保険料：７期

※消防出初式に伴い、
　中橋から大町第一公
　民館前交点までの区
　間が 12 時 45 分から
　14 時 45 分までの間
　交通規制されます。
　車両の横断・通り抜
　けはできませんの
　で、迂回等のご協力
　をお願いします。
※多目的広場は前日か
　ら駐車禁止になりま
　す。
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高畠町からのおしらせ

　　2022.１

ベッド型シェルター『防災ベッド』を展示します。
防災ベッドとは、大地震によって万が一住宅が

倒壊しても、ベッド周りの安全な空間を確保し命を守
ることができる装置です。実物をご覧いただき、減災
対策の１つの備えとしてお考えください。
◆展示期間／１月 12 日㈬～ 30 日㈰　
◆展示場所／町中央公民館　１階ロビー

お知らせ

防災ベッドを展示します
問町建設課建築住宅係　　　 　　☎（52）４４８１

募 集

会計年度任用職員募集

令和４年度の会計年度任用職員を募集します。詳
しくは、町ホームページ等をご覧ください。

◆募集職種／事務補助員、公共施設営繕職員、納税推
　進員、介護認定調査員、保育士、水田農業推進員、
　特別支援教育支援員、図書館司書、文化施設事務職
　員、看護補助者　ほか　
◆給与／報酬、通勤手当相当額および時間外勤務報酬
　が支払われます。報酬は、職種によって異なります
　ので、詳細は募集案内をご覧ください。
◆申込書入手先／町総務課および町民課窓口、町中央
　公民館、各地区公民館、糠野目生涯学習館、町立図
　書館、屋内遊戯場「もっくる」、公立高畠病院
◆申込方法／指定の申込書に希望する職種および必要
　事項を記入のうえ、ご提出ください。
◆申込受付／１月４日㈫～ 20 日㈭（必着）　

問町総務課総務係　　　　　　　☎（52）４４７５
　公立高畠病院総務課　　　　　☎（52）１５００

公立高畠病院では、看護師等の養成施設に在学す
る人へ月額７万円の奨学資金の貸与を行います。

◆応募資格／次の①～③すべてに当てはまる人
①看護師等養成のための学校もしくは養成所（以下「養
　成施設」という）に在学している、または在学が決
　定した人
②養成施設を卒業後直ちに公立高畠病院に看護師とし
　て勤務する意思を有する人
③同種の奨学資金の貸付けを受けていない人
④奨学資金の貸付決定を受けてから 10 日以内に、連
　帯保証人（父母も可能）を立てられる人

募 集

問公立高畠病院総務課　　　　　☎（52）１５００

看護師等奨学資金の
貸付を行います

◆募集人員／２人程度
◆募集期間／ 1月 13 日㈭～ 2月 10 日㈭
◆選考方法／１次選考：書類審査、2次選考：個別面接
◆貸与金額／月額 ７万 円（無利子）
◆貸与期間／原則として、令和４年４月から養成施設
　を卒業する月まで、３か月分ごとに貸付けます。
◆応募方法／必要書類を郵送または持参してください。

【提出書類】
①看護師等奨学資金貸与申請書
②履歴書
③成績証明書（養成施設または最終
　出身校のもの、発行３か月以内）
※①②は病院ホームページからダウ
　ンロードできます。

▲高畠病院
ホームページ

◆送付先／〒 992-0351　高畠町大字高畠 386 番地
　公立高畠病院　総務課

　○申込書提出先：町・町教育委員会／町総務課
　　　　　　公立高畠病院／公立高畠病院総務課
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　　2022.１

お知らせ

除雪費の一部を助成します
問町健康長寿課高齢者支援係　　☎（52）４４７８

自力で除雪作業ができない高齢者世帯等を対象
に、他の人へ有償で依頼した場合、除雪支援金

を交付します。
◆対象世帯／次の（１）～（３）すべてに当てはまる世帯
（１）世帯全員が高畠町に住所を有すること
（２）次のいずれかに該当する世帯
　　  ①満 65 歳以上の世帯

②身体障がい者で構成される世帯
③身体障がい者および満 65 歳以上の人で構成
される世帯

（３）前年の収入が、１人世帯 120 万円、２人世帯
　　180 万円、３人目から 60 万円を加算した金額以内
◆支援額／
　①屋根の雪下ろし・屋根からの落雪の除雪
　　上限額　３万円
　②玄関前から公道までの除雪
　　30 分あたり 550 円以内
　※上限額①②合計３万５千円
◆申請方法／申請書、除雪実施明細書、課税台帳閲覧
　承諾書、振込口座が分かるもの（通帳等のコピー）を、
　民生委員に提出してください。申請はその都度では
　なく、冬期間終了後、一括で申請してください。
◆申請書入手／町福祉こども課、町健康長寿課
◆申請締切／３月 10 日㈭

お知らせ

問町福祉こども課地域福祉係   　 ☎（52）３５６４

町では、町のみなさんの雪に関する相談窓口を、
高畠町建設組合に委託しています。屋根の雪下

ろしや除排雪についてお困りの人はご相談ください。
雪下ろしや除排雪にかかる費用は個人負担となりま
す。
◆期間／３月 15 日㈫まで
◆受付時間／9時～正午、13時～16時（土日祝日除く）
◆相談窓口／高畠町建設組合（町商工会内）

　　　　　☎（52）２５３１

雪に関する相談は建設組合へ

お知らせ

問町福祉こども課  　 　 　　　　☎（52）３０３１

出産・子育ての経済的負担をさらに軽減し、子育
て環境を整えていただくため、県の補助を受け、

出産支援給付金を交付します。
◆対象世帯／
①令和３年４月２日から 12 月 31 日までの間に出産
　し、県内に出生後最初の住民登録がされ、令和４年
　１月１日時点で高畠町に住民登録している世帯
②令和４年1月１日から３月31日までの間に出産し、
　その新生児の住民登録を最初に高畠町にした世帯
※対象世帯の期間・条件に準じて、給付金の申請前に
　死亡した新生児および死産（妊娠満 12 週以後の死児
　の出産）についても対象となります。
◆申請期限／
①令和４年２月 28 日㈪、②出生日の翌月の末日
◆申請書入手／
①令和４年１月以降に町から自宅へ郵送
②町ホームページ、町福祉こども課または町町民課窓
　口でお受け取りください。
◆申請受付／令和４年１月５日㈬～
◆申請者／原則新生児の父または母
◆申請方法／申請用紙に必要事項を記入のうえ、郵送
　または持参
◆給付額／新生児１人につき 58,000 円
◆給付時期／申請後１か月以内

出産費の一部を助成します

お知らせ

競争入札参加資格審査
申請の手続きについて
問町企画財政課　　　　　　　　☎（52）４４７６

高畠町における 2022（令和４）年度の競争入札等に
参加を希望し、競争入札参加資格審査申請をし

ていない人は、登録（追加）の手続きが必要となります。
下記により申請書を提出してください。なお、新型コ
ロナウイルス感染症拡大防止のため、原則郵送での提
出とさせていただきます。詳しくは、町ホームページ
をご覧ください。
◆受付期間／２月１日㈫～ 18 日㈮
◆提出方法／郵送（受付最終日の消印有効）
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高畠町からのおしらせ

　　2022.１

冬季間は、積雪や路面の凍結により踏切や路線上
への進入事故が多発しています。通勤通学やお

出かけの際には、十分注意して通行しましょう。
【踏切付近での注意点】
①冬場の路面凍結によるスリップに備え、踏切の手前
　で十分に減速し、一旦停止し、安全を確認してから
　渡りましょう。
②警報機が鳴ったら、踏切内への無理な進入はやめま
　しょう。
③踏切内に閉じ込められた場合は、そのままゆっくり
　車を前進させてください。
④踏切内で動けなくなった場合は、まず列車に危険を
　知らせて列車を止めてください。
　非常ボタンがある場合
　　カバーの上から強く押す。
　非常ボタンがない場合
　　発煙筒や赤色の物を利用し大きく手をふる等して
　　危険を知らせる。
　脱出後は、最寄の駅に連絡してください。
【１月 10日は「110 番の日」】
　事件・事故などの緊急の通報は「110 番」
　相談・情報提供は「＃ 9110」

お 願 い

冬季間の踏切事故に
注意しましょう！
問町生活環境課生活安全係　　　☎（52）４４７１

発生件数（増減） 死者数（増減） 負傷者数（増減）

高畠町 47（－3） 0（±0） 57（－7）

　　　※増減は前年同時期との比較です

令和３年１月から11月末までの交通事故発生状況

新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金の
適用期間が延長になりました。詳細は町町民課

へお問い合わせください。
◆対象／国民健康保険または後期高齢者医療の加入者
◆適用期間／令和２年１月１日㈬～令和４年３月31日㈭
　（入院が継続する場合等は最長１年６月まで）

お知らせ

傷病手当金適用期間を
延長します
問町町民課医療給付係　　　   　☎（52）１３２７

お知らせ

令和４年高畠町成人式の開催が決定しました。対
象者には３月下旬にご案内をお送りします。み

なさんのご出席をお待ちしています。
◆日時／４月 29 日㈷
　　　　式典：13 時 30 分（開場 12 時 30 分）
※諸般の事情により日程等を変更する場合があります。
◆場所／高畠町文化ホールまほら
◆対象／平成 13 年４月２日から平成 14 年４月１

問町社会教育課　　　　　　　　☎（52）４４８７

令和４年高畠町成人式

　　　　日までに生まれた人
◆案内送付者（申込不要）／
　新成人本人の住所登録が町内にある人
　町内中学校を卒業し、家族が町内在住の人
㊟申込みが必要な人
　町内中学校を卒業し、家族全員が町外に転出した人
　町外中学校を卒業し、本人の住所が町内にない人
　申込みが必要な人は３月 11 日㈮まで町社会教育課
　へご連絡ください。

☞ 衣服を工夫しよう

◆マフラー、ひざ掛けなどを活用しよう。
◆機能性素材のものなど下着は素材を意識し、体
幹をあたためよう。

☞ 食べるものを工夫しよう

◆冬が旬のもの、根菜類、しょうがなどで、から
だを内側からあたためよう。

◆鍋を食べよう。湯気による加湿効果で体感温度が
上昇します。

☞ 住まいを工夫しよう

◆断熱シートや厚手のカーテンなどで窓から熱を
逃がさない工夫をしよう。
◆湯たんぽを使おう。

お知らせ

冬は『ウォームビズ』で省エネを！
問町生活環境課環境係　　　　　☎（52）１２１５

ウォームビズは暖房時の室温を 20℃（目安）で快適
に過ごすための取り組みです。2050 年のカーボ

ンニュートラル実現に向けて、「ウォームビズ」にご
協力をお願いします。
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　　2022.１

健康な町づくりを目指す「げんき高畠21」推進中健康な町づくりを目指す「げんき高畠21」推進中 げんき館からのおしらせ

診療日 担当歯科 地区 電話番号

１ 日㈯ つちや歯科医院 高畠 ☎（52）0464

２ 日㈰ 漆山歯科医院 米沢 ☎（23）4840

３ 日㈪ 五十嵐歯科医院 白鷹 ☎（85）2075

９ 日㈰ 伊藤歯科医院 南陽 ☎（45）2030

10 日㈪ 西原歯科医院 長井 ☎（84）7722

16 日㈰ 足立歯科医院 米沢 ☎（23）4182

23 日㈰ たいら歯科医院 米沢 ☎（40）8404

30 日㈰ 高畠歯科クリニック 高畠 ☎（58）0814

歯科休日当番医  ▶診療時間／９時～15時

担当歯科が変更になる可能性があります。
電話後に受診してください。

□住　所／南陽市椚塚４２０ー７

□診療日／２日㈰、３日㈪、９日㈰、10 日㈪、

　　　　　16 日㈰、23 日㈰、30 日㈰

□受付時間／８時 45 分～ 11 時 45 分、

13 時～ 16 時 30 分

□診療科目／主に内科（専門医とは限りません）

　外科・小児科希望の人はお問い合わせください。

　担当医師などは町ホームページをご覧くださ

い。

□持ち物／保険証、お薬手帳（お持ちの人）

南陽東置賜休日診療所  ☎（40）３４５６

　介護をする人、受ける人が共に穏やかな時間

を過ごすことができるように、家族等を介護し

ている人・介護に関心のある人を対象に、音楽

療法の講座を開催します。音楽でゆったり笑顔

の交流をしてみませんか。

介護講習会のご案内

音楽の楽しさで介護する人も元気に♪ ▶日時／下記いずれかをお選びください。

　　　　①２月 ２日 ㈬ 10 時～ 11 時 30 分

　　　　②２月 18 日 ㈮ 10 時～ 11 時 30 分

▶定員／各回 25 人

▶場所／町中央公民館

▶講師／佐藤  優香 氏（ドルチェ音楽教室）

▶費用／無料

▶申込・問合せ先／町健康長寿課地域包括ケア係

☎（52）４４９５

各種検診無料クーポン券は令和4年 1月 31日（月）まで

検　診　内　容 対　象　者

肝炎ウイルス検診
（過去に受けたことのない人）

・41 歳／昭和 55 年４月２日～昭和 56 年４月１日生
・46 歳／昭和 50 年４月２日～昭和 51 年４月１日生
・51 歳／昭和 45 年４月２日～昭和 46 年４月１日生
・56 歳／昭和 40 年４月２日～昭和 41 年４月１日生
・61 歳／昭和 35 年４月２日～昭和 36 年４月１日生
・66 歳／昭和 30 年４月２日～昭和 31 年４月１日生

前立腺がん検診
・51 歳男性／昭和 45 年４月２日～昭和 46 年４月１日生
・61 歳男性／昭和 35 年４月２日～昭和 36 年４月１日生

★早めに受診しよう！

　無料クーポン券の使用期限がせまっています。対象

者で検診を受けていない人は、早めに受診しましょう。

▶クーポン使用期限／令和４年１月 31 日 ㈪ まで

▶受診予約／町健診センター　☎（52）１１１６

★クーポンは５月に送付しています！

　見当たらない場合は、町健康長寿課へお問い合わせ

ください。

▶問合せ先／町健康長寿課地域保健係　

　　　　　　　　　　　　　　　　　☎（52）１３０７
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